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公立大学法人長岡造形大学中期目標（案） 

 

前文 

長岡造形大学は、平成６年の開学以来、地域を支え、新しい時代・社会を担

う人材の養成と、産業・学術・文化の発展に寄与してきた。 

しかし、少子化や大学間競争が加速する厳しい環境の中で、将来にわたって

時代の要請と地域の期待に真に応えることのできる、より魅力と実力のある大

学としてさらに成長していくことが強く求められている。 

 「造形を通して真の人間的豊かさを探求し、これを社会に還元することので

きる創造力を備えた人材を養成する」という建学の理念を体現し、未来を担う

若者の夢を育て、ふるさとや日本、ひいては世界の発展に貢献する有為な人材

を輩出していくことは、「米百俵の精神」を大切にする長岡市民にとっての大き

な願いである。 

 長岡市は、公立大学法人長岡造形大学（以下「法人」という。）が自律的、弾

力的、効率的な大学運営を行い、市民や企業、そして社会の期待と負託に応え

ていくために、次の点を基本に中期目標を定める。 

 

 

１ 深く造形の理論と技能を学ぶことにより、「問題を発見する力」、「答えを創

造する力」、「答えを表現できる力」を修得し、人間的に豊かな社会の実現に

貢献できる人材を養成すること。 

 

２ 世界共通の概念やコミュニケーション手段となる質の高いデザインの追究

に幅広く取り組むとともに、時代や社会の要請に応える実用的かつ実践的な

研究を進めること。 

 

３ 市民、産業界、高等教育機関、行政機関などとの連携を強化し、教育研究

の成果や知的・物的資源を社会に還元するとともに、地域社会の課題解決や

新たな地域価値の創造に貢献すること。 

 

４ 「民間的発想」によるマネジメントなど公立大学法人の特性を生かし、大

学を取り巻く社会情勢の変化に迅速かつ的確に対応できる運営体制を確立す

ること。 

 
 
 
 

資料１ 
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第１ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織 

 １ 中期目標の期間 

   平成２６年４月１日から平成３２年３月３１日までとする。 

  

２ 教育研究上の基本組織 

   この中期目標を達成するため、次のとおり教育研究上の基本組織を置く。 

学部 造形学部 

大学院研究科 造形研究科 

研究機関 地域協創センター 

 
 
第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

 （１）教育の成果に関する目標 

   ア 学士課程における教育 

     デザインという創造行為が行われる多様な分野において、潜在する

問題を探し出し、社会の要請に基づきながら創造的に解決するととも

に、これを社会に還元するために必要な次の能力を備えた人材を養成

する。 

    

（ア）社会人基礎力 

      「主体的に前へと踏み出す力」、「問題解決に向け論理的かつ多面

的に考え抜く力」、「互尊独尊の精神により責任と協調をもってチー

ムで働く力」の３つの能力により、多様な社会環境に対応できる力。 

    

（イ）構想力 

      人と造形との関係を追究できる専門的かつ横断的な知識を修得し、

「問題の発見」、「原因の究明」、「解決への構想」、「試行及び検証」

を実践できる力。 

    

（ウ）造形力 

      人間に対する深い理解と洞察に基づく、モノ、生活、都市、自然

への豊かな感性と、造形に対する確かな技術により、「思い」を形と

して表現できる力。 
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イ 大学院課程における教育 

     デザインをめぐる幅広い研究領域を総合的、横断的に鳥瞰し、さま

ざまな専門分野の融合を図りながら、高度で学際的な知識と技術、そ

して広い視野によってデザインをマネジメントできる人材を養成する。 

 

 （２）教育の内容等に関する目標 

   ア 入学者受入方針 

     社会において創造的役割を担いたいという強い意志を抱き、目的意

識や向学心が高く、優れた資質を有する人材を積極的に受け入れる。 

 

   イ 教育課程 

    （ア）学士課程 

「社会人基礎力」、「構想力」、「造形力」の養成に重点を置き、

デザインをより実践的、総合的に学ぶため、地域、社会、企業と

連携したカリキュラムを編成する。 

 

（イ）大学院課程 

       専門分野におけるデザイン理論の深化と総合的なデザイン技法

の高度化を図るとともに、異なる分野の融合からデザインの新し

い役割と可能性を探求できるカリキュラムを編成する。 

 

ウ 教育方法 

     地域社会をデザインの実践的な学びの場とし、学生の主体的な学修

を重視した効果の高い教育を確保するため、デザイン教育の特性に応

じた授業形態、指導方法の改善を図る。 

 

   エ 学生の成績評価 

     教育の質を確保するため、成績評価基準と学位授与基準を明確に定

め、これを厳格に運用する。 

 

 （３）教育の実施体制に関する目標 

   ア 教員の適切な配置と教育力の向上 

     質の高い教育を行い、きめ細やかな指導体制を実現するため、適切

に教員を配置し、教育力の向上を図る。 

     また、教員の資質の維持向上を図るため、教育内容・方法を改善す

るための組織的な取り組みを推進する。 
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   イ 教育環境の整備 

     学生の創造性と自主性を引き出し、教育効果の高い実習や演習を行

うため、工房をはじめとする施設設備などの充実を図る。 

   

 

 ウ 教育活動の評価及び改善 

     教育活動について、内部検証を行うとともに、外部評価や学生授業

評価などの客観的な評価を実施し、その評価結果を教育活動に反映さ

せ改善を図る。 

 

 （４）学生への支援に関する目標 

   ア 学修支援 

     学生自らが学修意欲を高め、自主的学修に取り組めるよう、きめ細

やかな相談支援体制を整備し、学びの場としての学生の満足度の向上

を図る。 

 

   イ 生活支援 

     学生生活の実態やニーズを把握した上で、学生が健康で充実した生

活を送れるよう、健康管理、生活相談、課外活動などに対する支援体

制を整備する。 

 

   ウ 就職・進学等支援 

     学生が早い段階から将来への目的意識を明確に定め、自己の将来設

計について考えられるよう、キャリア形成の支援に積極的に取り組む。 

また、職員の指導力を強化し、相談支援体制の充実を図る。 

 

 ２ 研究に関する目標 

 （１）研究水準及び研究の成果に関する目標 

世界の共通言語となる質の高いデザインの追究に幅広く取り組むとと

もに、時代や社会の要請に応える実用的かつ実践的な研究を進める。 

また、研究の成果は体系的に蓄積し、学内外において有効活用を図る。 

 

 （２）研究の実施体制に関する目標 

    大学の研究力の向上を図るため、市民、産業界、高等教育機関、行政

機関との連携を強化し、弾力的な研究実施体制と全学的な研究支援体制

を整備する。 
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 ３ 地域貢献に関する目標 

 （１）地域社会との連携に関する目標 

    新たに設置する「地域協創センター」を拠点に、産学官の連携にとど

まらない地域社会全体の協働に取り組み、地域課題の解決や新たな地域

価値の創造を目指す。 

    また、大学が有する知的・物的資源を社会に還元し、市民生活の文化

向上や生涯学習の推進に寄与する。 

 

 （２）教育機関との連携に関する目標 

    保育園、幼稚園から高等学校までの教育機関との連携により、子ども

たちのデザインマインドを育てる。 

また、高等教育機関との連携により、互いの特徴ある教育研究機能を

生かし、地域の課題解決や人材育成に取り組む。 

 

 ４ 国際交流に関する目標 

 教育研究の活性化と国際感覚の豊かな人材の育成を図るため、国際交流

協定締結校に加え、国際姉妹都市の大学とも新たな交流・連携を進める。 

 
 
第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 １ 運営体制の改善に関する目標 

   経営の責任者である理事長と教学の責任者である学長が相互に連携し、

迅速かつ的確な意思決定が可能な組織づくりを進める。 

また、「民間的発想」によるマネジメントなど公立大学法人の特性を生か

した自律的、弾力的、効率的な運営体制を構築する。 

 

 ２ 教育研究組織の見直しに関する目標 

   教育研究の高度化と学際化を図り、社会の教育研究に対する要請や学生

の学修需要に対応するため、教育研究組織の不断の見直しを行う。 

 

 ３ 人事の適正化に関する目標 

   教育研究活動の活性化と質的向上を図り、効果的かつ効率的な業務運営

を進めるため、職員の意欲、能力及び業績等が適切に評価される制度を構

築し、人事の適正化を図る。 
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 ４ 事務の効率化及び合理化に関する目標 

   事務職員の資質向上と専門性を高めるため、組織的な職務能力の開発を

推進するとともに、外部委託を有効に活用し、事務処理の効率化及び合理

化を図る。 

 
 

第４ 財務内容の改善に関する目標 

 １ 経営の安定化に向けた自己収入の確保に関する目標 

学生納付金による収入については、入学定員の確保や社会情勢等を勘案

した適切な金額設定により、安定した収入の確保に努める。 

また、競争的研究資金、受託研究、共同研究、寄付金等の外部資金を獲

得するための取り組みを推進する。 

 

２ 経費の節減に関する目標 

  教育研究の水準の維持向上に配慮しながら、業務運営の効率化と合理化

により経費節減を図る。 

 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標 

   資産の適正な管理を行うため、常に資産の状況について把握、分析を行

い、安全かつ効果的な活用を図る。 

 

 

第５ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標 

 １ 自己点検・評価に関する目標 

   教育研究及び業務運営の改善に資するため、自己点検・評価の定期的な

実施とともに、評価の客観性を確保するため、第三者機関による外部評価

を受け、結果を公表する。 

 

 ２ 情報公開の推進に関する目標 

   法人として社会に対する説明責任を果たすため、教育研究活動、地域貢

献活動及び運営状況について積極的な情報発信を進める。 
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第６ その他業務運営に関する目標 

 １ 社会的責任に関する目標 

   人権擁護や法令遵守に対する学生や職員の意識の向上、環境に配慮した

活動の実践など、大学の社会的責任を果たすとともに、社会の信頼を確保

する取り組みを推進する。 

  

２ 施設設備の整備、活用に関する目標 

   良好な教育研究環境を保つため、施設設備の適切な維持管理を行うとと

もに、時代の変化や技術の進歩に応じた整備を計画的に実施する。 

また、地域貢献活動の一環として施設の地域開放を行うなど、施設設備

の有効活用を図る。 

 

 ３ 安全管理に関する目標 

学内の安全衛生管理の向上に努めるとともに、事故や犯罪を未然に防止

し、災害や感染症の発生に迅速かつ適切に対応できるよう、地域一体とな

った危機管理体制を確立する。 


